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(57)【要約】
【課題】各々の度数領域による矯正効果をより有効に発
揮することの出来る、新規な構造のコンタクトレンズを
提供すること。
【解決手段】光学部１４の幾何中心２０に対して第二の
度数領域２４の面積中心３０を対称経線２２上で偏心位
置せしめると共に、該第二の度数領域２４の該面積中心
３０が装用眼の左右一方の側に位置せしめられた第一の
安定状態と、該面積中心３０が左右他方の側に位置せし
められた第二の安定状態とを周方向位置決め手段４０，
４０によって選択的に設定可能にすると共に、該第一の
安定状態および該第二の安定状態となるレンズの向きを
識別出来る視認可能な指標マーク４２を設けた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズ中央部分に設けられた光学部に第一の度数領域と該第一の度数領域よりもプラス
側に大きなレンズ度数を有する第二の度数領域を備えたコンタクトレンズにおいて、
　前記光学部の一つの径方向線である対称経線に関して線対称のレンズ形状とされている
と共に、前記第一の度数領域および前記第二の度数領域の少なくとも一方の面積中心が該
光学部の幾何中心に対して該対称経線上で偏心位置せしめられている一方、該対称経線に
直交する直交経線が装用眼の上下方向となるレンズ回転位置で装用状態におけるレンズ周
方向の安定位置を与える周方向位置決め手段が設けられており、該光学部の幾何中心に対
して偏心位置せしめられた該第一の度数領域又は該第二の度数領域の面積中心が装用眼の
左右一方の側に位置せしめられた第一の安定状態と、該光学部の幾何中心に対して偏心位
置せしめられた該第一の度数領域又は該第二の度数領域の面積中心が装用眼の左右他方の
側に位置せしめられた第二の安定状態とが、該周方向位置決め手段によって選択的に設定
可能とされていると共に、該第一の安定状態となるレンズの向きと該第二の安定状態とな
るレンズの向きとを識別出来る視認可能な指標マークが付されていることを特徴とする装
用方向選択型コンタクトレンズ。
【請求項２】
　前記光学部の外周側に周辺部が設けられていると共に、該周辺部において、前記対称経
線方向で該光学部を挟んだ両側に位置する部分に比して前記直交経線方向で該光学部を挟
んだ両側に位置する部分が何れも薄肉とされたダブルスラブオフが付されており、該ダブ
ルスラブオフによって前記周方向位置決め手段が構成されている請求項１に記載の装用方
向選択型コンタクトレンズ。
【請求項３】
　前記光学部の外周側に周辺部が設けられていると共に、該周辺部において着色と刻印と
の少なくとも一方による前記指標マークが付されている請求項１又は２に記載の装用方向
選択型コンタクトレンズ。
【請求項４】
　前記光学部の幾何中心がレンズ幾何中心とされている請求項１乃至３の何れか一項に記
載の装用方向選択型コンタクトレンズ。
【請求項５】
　前記第一の度数領域および前記第二の度数領域の少なくとも一方の面積中心における前
記光学部の幾何中心に対する偏心距離が、前記対称経線の方向成分において０．４ｍｍ以
上とされている請求項１乃至４の何れか一項に記載の装用方向選択型コンタクトレンズ。
【請求項６】
　角膜に重ね合わされるレンズ後面において、前記光学部の外周側に周辺部が設けられて
いると共に、該光学部の外径寸法がレンズ外径寸法の７５％以下とされている請求項１乃
至５の何れか一項に記載の装用方向選択型コンタクトレンズ。
【請求項７】
　ソフトコンタクトレンズであって、前記レンズ後面の前記光学部の外径寸法が１０ｍｍ
以下とされている請求項６に記載の装用方向選択型コンタクトレンズ。
【請求項８】
　前記光学部における前記第二の度数領域に対して付加レンズ度数を与える付加度数面が
、装用時に角膜に重ね合わされるレンズ後面に設定されている請求項１乃至７の何れか一
項に記載の装用方向選択型コンタクトレンズ。
【請求項９】
　ソフトコンタクトレンズであって、装用時に角膜に重ね合わされるレンズ後面において
前記ダブルスラブオフを与える薄肉面が設定されている請求項２乃至８の何れか一項に記
載の装用方向選択型コンタクトレンズ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、コンタクトレンズに係り、特に複数の度数領域を有する多焦点コンタクトレ
ンズに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　良く知られているように、例えば老視などの矯正には、第一の度数領域としての遠用領
域と、遠用領域よりも高い加入度数を有する第二の度数領域としての近用領域の複数の度
数領域を有するバイフォーカルレンズ等の多焦点コンタクトレンズが処方される。
【０００３】
　このような多焦点コンタクトレンズとして、例えば特許文献１（特開昭６１－２７２７
１７号公報）には、遠用領域と近用領域がレンズ幾何中心に対して同心円状に形成された
多焦点コンタクトレンズが開示されている。ところが、瞳孔中心は角膜中心から僅かに鼻
側に偏倚していることが知られている。それ故、レンズ幾何中心が瞳孔中心と一致するこ
とを想定してレンズ幾何中心から同心円状に遠用領域と近用領域を形成した特許文献１に
記載の如き形状では、実際の装用時に両領域と瞳孔との位置関係が所期の位置に保たれな
かったのであり、遠用視力と近用視力の何れに対しても、有効な矯正効果を得ることが出
来なかった。
【０００４】
　そこで、本願出願人は、特許文献２（特開平６－２８９３２９号公報）において、近用
領域をレンズ幾何中心から鼻側に偏倚させた多焦点コンタクトレンズを提案した。このよ
うにすれば、近くを見る場合は視軸が鼻側に寄ることと巧く対応して、視軸とレンズ光軸
を一致させることによって、近用視力と遠用視力の両方を効果的に矯正することが出来た
。しかし、特許文献２に記載の如き多焦点コンタクトレンズにおいては、近用領域が装用
者の左右方向のみならず上下方向にも偏倚している場合があることから、右眼用と左眼用
の各別に提供する必要があって、左右の規格が追加的に必要となる。それ故、見込み生産
によった場合には、多くの在庫を用意する必要があって、製造コストや管理コストの増加
を招くおそれがあった。
【０００５】
　そして、特許文献１や特許文献２にも記載されている多焦点コンタクトレンズが一般的
に有する問題として、多焦点コンタクトレンズは一つの光学域に複数の度数領域を有する
ことから、各度数領域の有効光学域は狭くなり、単焦点レンズに比して光学特性が劣る。
例えば老視矯正のために多焦点レンズを用いる対象者は、単焦点レンズで遠方視力のみを
矯正していた人が多く、多焦点レンズを用いることによって近方視力の満足度は高くなる
一方、単焦点レンズと比較した遠方視力には不満があった。特に、夜間の遠方視力は近用
領域のディフォーカスによるフレアが発生し、視認性に問題があった。それ故、多焦点レ
ンズ使用者の多くは夜間の運転時やスポーツ時は単焦点レンズを用いるなど、多焦点レン
ズと単焦点レンズを合わせて所有して使い分けるという手間を要していた。
【０００６】
　また、多焦点コンタクトレンズは、昼から夜への明るさの変化等の環境の変化、屋内で
のパソコン操作時や屋外でのスポーツ観戦時などの使用状況の変化によって、矯正効果が
変化するおそれがあった。即ち、多焦点コンタクトレンズの処方は他覚検査や自覚検査に
て矯正度数を決定するが，特に近用度数は装用者の自覚検査での見え方を重視して決定す
ることが多い。しかし、多焦点コンタクトレンズを処方する場所は殆どが屋内であること
から、処方時の環境下で最適化された多焦点コンタクトレンズでは、異なる環境下や使用
状況下では見え方が変化して満足度が減少するおそれがあった。
【０００７】
　さらに、多焦点コンタクトレンズは度数合わせが複数のため単焦点よりも処方に時間と
労力が必要であることから、処方者から敬遠されがちであった。一方、装用者にとっても
、見え方が単焦点と異なり独特であることから、慣れるのに時間を要していた。
【０００８】
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　また、老視の矯正には、例えば特許文献３（特開平４－２２７２５８号公報）に記載さ
れている如きモノビジョン処方が用いられることもある。モノビジョン処方は、遠用視力
に調節したコンタクトレンズを一方の眼に、近用視力に調節したコンタクトレンズを他方
の眼に装用するなどして、一方の眼に遠用視力を与えると共に、他方の目に近用視力を与
える。そして、遠用視力から得られた像と近用視力から得られた像を装用者の脳の判断に
より取捨選択して、所望する像を見ることが可能となる。しかしながら、モノビジョン処
方は、処方に時間と労力を要すると共に、使用環境に応じたレンズ選択が難しいため、広
く普及しなかった。
【０００９】
【特許文献１】特開昭６１－２７２７１７号公報
【特許文献２】特開平６－２８９３２９号公報
【特許文献３】特開平４－２２７２５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ここにおいて、本発明は上述の如き事情を背景として為されたものであって、その解決
課題とするところは、各々の度数領域による矯正効果をより有効に発揮することの出来る
、新規な構造のコンタクトレンズを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　以下、前述の如き課題を解決するために為された本発明の態様を記載する。なお、以下
に記載の各態様において採用される構成要素は、可能な限り任意の組み合わせで採用可能
である。
【００１２】
　すなわち、本発明の第一の態様は、レンズ中央部分に設けられた光学部に第一の度数領
域と該第一の度数領域よりもプラス側に大きなレンズ度数を有する第二の度数領域を備え
たコンタクトレンズにおいて、前記光学部の一つの径方向線である対称経線に関して線対
称のレンズ形状とされていると共に、前記第一の度数領域および前記第二の度数領域の少
なくとも一方の面積中心が該光学部の幾何中心に対して該対称経線上で偏心位置せしめら
れている一方、該対称経線に直交する直交経線が装用眼の上下方向となるレンズ回転位置
で装用状態におけるレンズ周方向の安定位置を与える周方向位置決め手段が設けられてお
り、該光学部の幾何中心に対して偏心位置せしめられた該第一の度数領域又は該第二の度
数領域の面積中心が装用眼の左右一方の側に位置せしめられた第一の安定状態と、該光学
部の幾何中心に対して偏心位置せしめられた該第一の度数領域又は該第二の度数領域の面
積中心が装用眼の左右他方の側に位置せしめられた第二の安定状態とが、該周方向位置決
め手段によって選択的に設定可能とされていると共に、該第一の安定状態となるレンズの
向きと該第二の安定状態となるレンズの向きとを識別出来る視認可能な指標マークが付さ
れていることを特徴とする装用方向選択型コンタクトレンズにある。
【００１３】
　本発明に従う構造とされた装用方向選択型コンタクトレンズにおいては、例えば第一の
度数領域を装用者の耳側に位置せしめた第一の安定状態と、第一の安定状態と上下を逆転
せしめて、第一の度数領域を装用者の鼻側に位置せしめた第二の安定状態を選択して装用
することが出来る。なお、本態様においてプラス側に大きなレンズ度数とは、ディオプタ
値がプラス側に大きいことを言い、具体的には、例えば、第一の度数領域が－５Ｄの場合
、＋１Ｄや０Ｄ、－３Ｄは何れもプラス側に大きいこととなる。
【００１４】
　従って、例えば本発明における装用方向選択型コンタクトレンズを老視矯正用のバイフ
ォーカルレンズとして構成して、第一の度数領域を遠用光学部、第二の度数領域を近用光
学部に設定した場合には、第一の安定状態で近用光学部を装用者の鼻側に位置せしめて装
用することが出来る一方、第二の安定状態で近用光学部を装用者の耳側に位置せしめて装



(5) JP 2009-169104 A 2009.7.30

10

20

30

40

50

用することが出来る。これにより、第一の安定状態で装用した場合には、近用光学部が装
用者の鼻側に位置せしめられて瞳孔中心にかかり、遠用視力と近用視力の矯正が可能とな
る。一方、第二の安定状態で装用した場合には、近用光学部が瞳孔中心から外れた耳側に
位置せしめられることによって、フレアの発生等も軽減された良好な遠用視力を得ること
が出来る。即ち、本発明における装用方向選択型コンタクトレンズによれば、装用状態を
変更することによって、（１）瞳孔中心におけるレンズ光学面の度数の変化（好ましくは
、度数変化は０．２５Ｄ以上）、（２）瞳孔におけるレンズ光学部の度数の配置の変化、
（３）瞳孔における近用光学部と遠用光学部の投影面積比の変化（好ましくは、投影面積
比の変化は１０％以上）、の少なくとも１つが生ぜしめられるようになっている。これに
より、第一の安定状態によってバイフォーカル効果が得られると共に、第二の安定状態に
よって略単焦点効果を得ることが可能となり、装用状態を選択することによって異なる光
学特性が発現せしめられるのであり、それら異なる光学特性の何れをも有効に発揮せしめ
ることが出来るのである。
【００１５】
　さらに、本発明に従う構造とされた装用方向選択型コンタクトレンズは、必ずしも左右
セットで提供される必要はないが、左右のセットにて提供されることによって、より優れ
た効果を発揮することが出来る。即ち、装用者が使用環境に応じて左右それぞれのレンズ
における第一の安定状態と第二の安定状態を選択的に組み合わせて使用することが可能と
なり、例えば、前記バイフォーカルレンズにおいて、近用光学部が鼻側に位置せしめられ
る装用状態を正装用、近用光学部が耳側に位置せしめられる装用状態を逆装用とすると、
左右両レンズを正装用すれば、両レンズによるバイフォーカル効果が得られる一方、左右
両レンズを逆装用すれば、両レンズによる略単焦点効果を得ることが出来る。更には、優
位眼に正装用、非優位眼に逆装用したり、優位眼に逆装用、非優位眼に正装用するなど、
使用環境に応じて遠用視力と近用視力の矯正バランスを変化させることが出来る。これに
より、モディファイトモノビジョン処方にも有効に用いることが出来る。
【００１６】
　そして、これら左右のレンズの安定状態の組み合わせにより、本発明に従う構造とされ
た装用方向選択型コンタクトレンズは、例えばバイフォーカルレンズを装用者に慣らす時
間と手間を軽減することが出来る。即ち、例えば第一の度数領域を遠用光学部、第二の度
数領域を近用光学部に設定して、両眼において近用光学部が耳側に位置せしめられる安定
状態で遠用度数を決定すれば、遠用視力矯正用のコンタクトレンズとしての処方が完了す
る。そして、近用度数については、決定した遠用度数を有し、近用光学部のレンズ度数が
少しずつ異ならされた本発明に従う構造とされた装用方向選択型コンタクトレンズを多数
用意すると共に近用光学部が鼻側に位置せしめられる安定状態で装用して、近用度数を徐
々に変化させて生活環境の中で数日から数ヶ月単位で十分に慣らすことによって、最適な
近用度数を決定又は設定することが出来る。
【００１７】
　なお、本発明に従う構造とされた装用方向選択型コンタクトレンズにおいては、第一の
安定状態と第二の安定状態との２つの安定状態が発現せしめられることから、装用者は、
使用環境や状況に応じて第一及び第二の安定状態を選択して装用することとなる。そこに
おいて、本発明における装用方向選択型コンタクトレンズには指標マークが付されている
ことから、レンズの周方向位置を容易に確認することが可能とされており、第一の安定状
態および第二の安定状態の何れか所望する状態で容易に装用することが出来る。
【００１８】
　さらに、本発明に従う構造とされた装用方向選択型コンタクトレンズにおいては、装用
状態における上下方向で対称形状とされていることから、遠用視力および近用視力の等し
い眼であれば、左右の何れかに関わらず同一のレンズを用いることが出来る。これにより
、左右の規格が不要とされて、例えば見込み生産でレンズを提供する場合でも、在庫量を
従来の半分にすることが出来て、製造や管理に要する必要コストを軽減することも出来る
。
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【００１９】
　なお、周方向位置決め手段の具体的構造としては、特に限定されるものではないが、好
適には、本発明の第二の態様として、前記第一の態様に係る装用方向選択型コンタクトレ
ンズにおいて、前記光学部の外周側に周辺部が設けられていると共に、該周辺部において
、前記対称経線方向で該光学部を挟んだ両側に位置する部分に比して前記直交経線方向で
該光学部を挟んだ両側に位置する部分が何れも薄肉とされたダブルスラブオフが付されて
おり、該ダブルスラブオフによって前記周方向位置決め手段が構成されている態様が採用
される。このようにすれば、第一の安定状態と、第一の安定状態に比して上下が逆転され
た第二の安定状態の両状態を、何れも安定して発現せしめることが出来る。
【００２０】
　本発明の第三の態様は、前記第一又は第二の態様に係る装用方向選択型コンタクトレン
ズにおいて、前記光学部の外周側に周辺部が設けられていると共に、該周辺部において着
色と刻印との少なくとも一方による前記指標マークが付されていることを、特徴とする。
本態様に従う構造とされた装用方向選択型コンタクトレンズにおいては、光学部から外れ
た周辺部に指標マークが付されていることから、指標マークが光学特性に影響を与えるこ
とが回避されており、第一および第二の安定状態の何れにおいても、良好な光学特性を得
ることが出来る。
【００２１】
　本発明の第四の態様は、前記第一乃至第三の何れか一つの態様に係る装用方向選択型コ
ンタクトレンズにおいて、前記光学部の幾何中心がレンズ幾何中心とされていることを、
特徴とする。本態様によれば、第一および第二の安定状態の何れの状態においても、光学
部が瞳孔から外れるようなことが回避されて、安定した光学特性を得ることが出来る。
【００２２】
　本発明の第五の態様は、前記第一乃至第四の何れか一つの態様に係る装用方向選択型コ
ンタクトレンズにおいて、前記第一の度数領域および前記第二の度数領域の少なくとも一
方の面積中心における前記光学部の幾何中心に対する偏心距離が、前記対称経線の方向成
分において０．４ｍｍ以上とされていることを、特徴とする。
【００２３】
　本態様に従う構造とされた装用方向選択型コンタクトレンズにおいては、第一の安定状
態と第二の安定状態における第一の度数領域又は第二の度数領域の位置を瞳孔中心に対し
て明確に異ならせることが出来て、異なる光学特性を安定して発揮することが出来る。即
ち、かかる偏心距離が０．４ｍｍよりも小さいと、第一の安定状態と第二の安定状態との
間で第一の度数領域又は第二の度数領域の位置の変化が殆どなく、明確に異なる光学特性
を発揮することが困難となる。
【００２４】
　本発明の第六の態様は、前記第一乃至第五の何れか一つの態様に係る装用方向選択型コ
ンタクトレンズにおいて、角膜に重ね合わされるレンズ後面において、前記光学部の外周
側に周辺部が設けられていると共に、該光学部の外径寸法がレンズ外径寸法の７５％以下
とされていることを、特徴とする。
【００２５】
　本態様に従う構造とされた装用方向選択型コンタクトレンズにおいては、瞳孔中心に対
して第一の度数領域が偏倚せしめられた状態と第二の度数領域が偏倚せしめられた状態を
何れも安定して発現することが出来る。即ち、光学部の外径寸法がレンズ外径寸法の７５
％よりも大きいと、装用時におけるレンズ幾何中心が角膜表面の定位置で安定し易くなっ
て、第一の安定状態と第二の安定状態の２つの安定状態を安定して発現せしめることが困
難となるおそれがある。
【００２６】
　具体的には、例えば、本発明の第七の態様として、前記第六の態様に係る装用方向選択
型コンタクトレンズにおいて、ソフトコンタクトレンズであって、前記レンズ後面の前記
光学部の外径寸法が１０ｍｍ以下とされている態様が、好適に採用される。
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【００２７】
　本発明の第八の態様は、前記第一乃至第七の何れか一つの態様に係る装用方向選択型コ
ンタクトレンズにおいて、前記光学部における前記第二の度数領域に対して付加レンズ度
数を与える付加度数面が、装用時に角膜に重ね合わされるレンズ後面に設定されているこ
とを、特徴とする。
【００２８】
　本態様に従う構造とされた装用方向選択型コンタクトレンズにおいては、第一の度数領
域と第二の度数領域との曲率の違いによって、角膜表面とレンズ後面との間に涙液を保持
することが出来る。そして、保持された涙液を涙液レンズとして用いることによって、第
一の度数領域と第二の度数領域の間での急激な光学特性の変化を軽減することが出来る。
また、第一の度数領域と第二の度数領域と異なる複数の曲率を有するレンズ後面形状を成
形型で形成することによって、優れた製造効率を得ることも出来る。
【００２９】
　本発明の第九の態様は、前記第二乃至第八の何れか一つの態様に係る装用方向選択型コ
ンタクトレンズにおいて、ソフトコンタクトレンズであって、装用時に角膜に重ね合わさ
れるレンズ後面において前記ダブルスラブオフを与える薄肉面が設定されていることを、
特徴とする。
【００３０】
　本態様に従う構造とされた装用方向選択型コンタクトレンズによれば、眼球への装用状
態においてレンズが変形して角膜表面に沿うことによって、レンズ後面に形成されたダブ
ルスラブオフがレンズ前面に現れる。これにより、眼瞼との相互作用によってレンズを第
一の安定状態および第二の安定状態で位置決めすることが出来る。なお、本態様は、前記
第八の態様と組み合わせて好適に用いられる。即ち、レンズ後面に付加度数面と薄肉面を
形成すれば、かかる複雑なレンズ後面形状を成形型で形成することが可能となり、優れた
製造効率を得ることが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施形態について、図面を
参照しつつ、詳細に説明する。
【００３２】
　先ず、図１に、本発明の第一の実施形態としての装用方向選択型コンタクトレンズに係
るコンタクトレンズ１０を示す。コンタクトレンズ１０は、図１に示す正面視においてレ
ンズ幾何中心軸１２回りの回転体形状の外形を有する全体として略球殻形状とされており
、眼球における角膜の表面に重ね合わせて装用されることによって使用されるようになっ
ている。なお、図１および後述する図３乃至７中の「Ｎ」および「Ｄ」は、それぞれ、近
用光学部と遠用光学部の位置を容易に把握するために便宜上表示したものである。
【００３３】
　本実施形態におけるコンタクトレンズ１０はソフトタイプのコンタクトレンズであり、
その材料は何等限定されるものでなく、従来から公知のＰＨＥＭＡ（ポリヒドロキシエチ
ルメタクリレート）やＰＶＰ（ポリビニルピロリドン）等の含水性材料の他、アクリルゴ
ムやシリコン等の非含水性材料であっても良い。
【００３４】
　そして、コンタクトレンズ１０は、同時視型の老視矯正用レンズであって、図示された
レンズ正面視において、矯正光学系としての光学部１４が、レンズ幾何中心軸１２上に広
がる大きな円形状で形成されている。また、レンズ外周部分には、光学部１４の周りを囲
むようにして非光学領域としての周辺部１６が、所定幅の円環帯形状をもってレンズ幾何
中心軸１２上に形成されている。更にまた、レンズ外周縁部には、ソフトコンタクトレン
ズ１０の前後両面を滑らかに繋ぐエッジ部１８が全周に亘って円環形状で形成されている
。
【００３５】
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　ここにおいて、光学部１４は、その光学部幾何中心軸２０がレンズ幾何中心軸１２と一
致せしめられている。更に、光学部１４の外径寸法は、レンズ外径寸法の７５％以下とさ
れており、具体的には、人間の角膜径の標準値以下の１０ｍｍφ以下とされることが好ま
しい。蓋し、光学部１４の外径寸法がレンズ外径寸法の７５％よりも大きいと、レンズが
定位置で安定し易くなって、後述する第一の安定状態と第二の安定状態の２つの安定状態
を得難くなるからである。
【００３６】
　さらに、光学部１４は、３つの異なる焦点距離を備えた光学領域によって構成されてい
る。先ず、その面積中心が光学部幾何中心軸２０から光学部１４の一つの径方向線である
対称経線２２上で偏心位置せしめられた小円形状の領域が、近方視認用に一定の焦点距離
（即ち、レンズ度数）が設定された近用光学部２４とされている。一方、近用光学部２４
の周りの光学部１４における最外周部分の領域が、遠方視認用に一定の焦点距離（レンズ
度数）が設定された遠用光学部２６とされている。更に、近用光学部２４と遠用光学部２
６の間の円環帯状の領域が移行部２８とされている。
【００３７】
　近用光学部２４は、近方視認のために遠用光学部２６のレンズ度数に対して所定の付加
度数が付与されたレンズ面とされている。これにより、近用光学部２４のレンズ度数は遠
用光学部２６に比して大きくされており、本実施形態においては、遠用光学部２６が第一
の度数領域とされる一方、近用光学部２４が第二の度数領域とされている。そして、移行
部２８において、近用光学部２４のレンズ度数から遠用光学部２６のレンズ度数まで径方
向で次第に変化する焦点距離（レンズ度数）が設定されている。なお、移行部２８として
は、例えば、近用光学部２４と遠用光学部２６の間の所定の焦点距離（レンズ度数）が設
定されていても良い。
【００３８】
　そこにおいて、近用光学部２４の面積中心となる近用部面積中心３０は、光学部１４の
対称経線２２上で光学部幾何中心軸２０に対して偏心位置せしめられている。なお、近用
部面積中心３０の光学部幾何中心軸２０に対する偏心距離は、対称経線２２の方向成分に
おいて０．４ｍｍ以上、より好ましくは０．６ｍｍ以上とされていることが好ましい。蓋
し、近用部面積中心３０の偏心距離が０．４ｍｍよりも小さいと、後述する第一の安定状
態と第二の安定状態との間で近用光学部２４の瞳孔に対する相対位置に差異が生じ難くな
るからである。一方、遠用光学部２６の面積中心となる遠用部面積中心３２は、対称経線
２２上で光学部幾何中心２０を挟んで近用部面積中心３０と反対側に偏心位置せしめられ
ている。これにより、光学部１４は対称経線２２に関して線対称形状とされていると共に
、対称経線２２とレンズ幾何中心軸１２上で直交する直交経線３４に関して非線対称形状
とされている。
【００３９】
　さらに、近用光学部２４の付加レンズ強度を与える付加度数面は、装用時に角膜と重ね
合わされることとなるレンズ後面に形成されており、本実施形態における光学部１４は、
略一定の曲率半径を有する凸状の略円弧形断面とされたレンズ前面３６（図２参照）と協
働して近用光学部２４および遠用光学部２６のレンズ度数を与える凸状の略円弧状断面が
レンズ後面３８（図２参照）に形成されている。これにより、本実施形態におけるコンタ
クトレンズ１０は、眼球への装用時には角膜表面とレンズ後面３８との間に涙液を保持す
ることが出来て、かかる涙液によって形成される涙液レンズによって近用光学部２４と遠
用光学部２６の間での急激なレンズ度数の変化が軽減されている。
【００４０】
　そして、周辺部１６において、直交経線３４方向で光学部１４を挟んだ両側には、対称
経線２２方向で光学部１４を挟んだ両側に位置する部分に比して薄肉とされたスラブオフ
領域４０、４０が形成されおり、両スラブオフ領域４０、４０によって、周方向位置決め
手段としてのダブルスラブオフ構造が形成されている。特に本実施形態においては、図２
にモデル的に示すように、両スラブオフ領域４０，４０を与える薄肉面がレンズ後面３８
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に設定されている。そして、装用状態においてコンタクトレンズ１０が角膜表面に沿うよ
うに変形することによって、レンズ後面３８に設定された薄肉形状がレンズ前面３６に現
れるようにされている。これら両スラブオフ領域４０、４０は、直交経線３４に関して線
対称形状とされると共に、対称経線２２に関して線対称形状とされている。
【００４１】
　これにより、本実施形態におけるコンタクトレンズ１０は、光学部１４と周辺部１６を
含む全体として対称経線２２に関して線対称形状とされると共に、近用光学部２４がレン
ズ幾何中心軸１２から偏心位置せしめられることによって、直交経線３４に関して非線対
称形状とされている。
【００４２】
　また、周辺部１６における周方向の適当な位置には、視標マーク４２が視認可能に設け
られている。指標マーク４２は、コンタクトレンズ１０の周方向を視認するためのもので
あり、好ましくは、対称経線２２および直交経線３４上のレンズ外周縁部に形成される。
かかる指標マーク４２は従来公知の手法で形成することが可能であり、着色や刻印が好適
に採用される。また、指標マーク４２の外観は何等限定されるものではなく、各種の図形
や文字等が適宜に採用可能である。
【００４３】
　このような構造とされたコンタクトレンズ１０は、眼球への装用状態において、スラブ
オフ領域４０，４０と眼瞼との相互作用によって、直交経線３４が装用眼の上下方向とな
るレンズ回転位置で安定せしめられる。ここにおいて、本実施形態におけるコンタクトレ
ンズ１０によれば、近用光学部２４が光学部幾何中心軸２０から偏心位置せしめられてい
ることから、レンズの上下を反転させて装用することによって、近用光学部２４の近用部
面積中心３０が正面視において右側に偏心位置せしめられた第一の安定状態（図１に示す
正面視の状態）と、近用光学部２４の近用部面積中心３０が正面視において左側に偏心位
置せしめられた第二の安定状態との２つの状態を選択的に設定することが可能とされる。
【００４４】
　これにより、本実施形態におけるコンタクトレンズ１０は、例えば右眼に対して、近用
光学部２４が鼻側に位置せしめられる第一の安定状態で装用した場合には、近用光学部２
４が瞳孔中心にかかり、近用と遠用の矯正を可能とするバイフォーカルレンズとしての効
果を得ることが出来る。一方、同じく右眼に対して、第一の安定状態と上下を反転させて
、近用光学部２４が耳側に位置せしめられる第二の安定状態で装用した場合には、近用光
学部２４が瞳孔中心から外れることによって、単焦点レンズと略同様の遠用視力を得るこ
とが出来る。そして、本実施形態においては、周辺部１６に指標マーク４２が設けられて
いることによって、レンズの周方向位置が視認可能とされていることから、これら第一の
安定状態と第二の安定状態を装用者において容易に選択して装用することが出来る。
【００４５】
　さらに、本実施形態におけるコンタクトレンズ１０は、必ずしも左右一対で提供される
必要は無いが、左右一対で提供されることによって、更に優れた矯正効果を得ることが出
来る。即ち、左右両眼のそれぞれにおいて、第一の安定状態と第二の安定状態を組み合わ
せて用いることによって、使用状況に応じた適切な矯正効果を得ることが出来るのである
。
【００４６】
　図３（ａ）乃至（ｃ）に、本実施形態に従う構造とされたコンタクトレンズ１０の左右
両眼への装用状態の組合せ例を示す。なお、図３（ａ）乃至（ｃ）は正面視を示すもので
あり、右眼および左眼には、上述の如き構造とされたコンタクトレンズ１０が装用されて
いる。以下の説明においては、右眼に装用されたレンズ（図３中、左側のレンズ）をコン
タクトレンズ１０ａとすると共に、左眼に装用されたレンズ（図３中、右側のレンズ）を
コンタクトレンズ１０ｂとする。
【００４７】
　また、以下の説明においては、左右眼それぞれにおいて、近用光学部２４が鼻側に位置
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せしめられた安定状態を正装用と称し、近用光学部２４が耳側に位置せしめられた安定状
態を逆装用と称することとする。従って、正面視において近用光学部２４が装用眼の右側
に位置せしめられた状態を第一の安定状態とすると、正装用とは、右眼に第一の安定状態
（近用光学部２４が正面視において装用眼の右側に位置）で装用した状態であり、左眼に
第二の安定状態（近用光学部２４が正面視において装用眼の左側に位置）で装用した状態
を言うこととなる。また、正装用時には、指標マーク４２が耳側に、逆装用時には指標マ
ーク４２が鼻側に位置せしめられることとなり、レンズの安定状態を視認することが可能
とされている。
【００４８】
　先ず、図３（ａ）においては、左右両眼のコンタクトレンズ１０ａ，１０ｂが何れも正
装用されている。このようにすれば、左右両眼それぞれにおいて近用光学部２４が瞳孔４
４の中心：Ｐにかかり、遠用視力と近用視力のバランスの取れたバイフォーカル効果を得
ることが出来る。特に、本実施形態においては、正装用において近用光学部２４が鼻側に
偏倚せしめられることから、近方視時には瞳孔中心が鼻側に偏倚せしめられることに巧く
対応することが出来て、より効果的なバイフォーカル効果を得ることが出来る。一方、図
３（ｂ）においては、左右両眼のコンタクトレンズ１０ａ，１０ｂが何れも逆装用されて
いる。このようにすれば、左右両眼それぞれにおいて近用光学部２４が瞳孔４４の中心：
Ｐから外れ、遠用光学部２６による略単焦点レンズと同様の効果と若干の近用の矯正効果
を得ることが出来る。更に、フレアの発生も大幅に軽減することが可能となり、例えば夜
間のドライブ時などに好適に採用することが出来る。また、図３（ｃ）においては、右眼
に装用されたコンタクトレンズ１０ａは正装用、左眼に装用されたコンタクトレンズ１０
ｂは逆装用されている。このようにすれば、右眼は近用光学部２４が瞳孔４４の中心：Ｐ
にかかり、遠用視力と近用視力が得られる一方、左眼は近用光学部２４が瞳孔４４の中心
：Ｐから外れることによって単焦点レンズと略同様の遠用矯正効果を得ることが出来る。
これにより、モディファイトモノビジョン処方に好適に用いることが出来る。
【００４９】
　以上のように、本実施形態におけるコンタクトレンズ１０によれば、左右眼のそれぞれ
において第一の安定状態と第二の安定状態を様々に組み合わせることによって、使用状況
に応じた矯正効果を得ることが出来る。そして、本実施形態においては、レンズ形状が対
称経線２２に関して線対称形状とされていることから、遠方視力と近用視力が等しい眼で
あれば、左右の何れに関わらず同一のレンズを処方することが可能とされている。これに
より、左右それぞれに別のレンズを用意することも不要とされて、例えば見込み生産で使
用され得る規格のレンズを多数提供する場合に在庫量を軽減出来ると共に、処方の手間も
軽減することが出来る。
【００５０】
　次に、図４に、本発明の第二の実施形態としての装用方向選択型コンタクトレンズに係
るコンタクトレンズ５０を示す。なお、以下の説明において、前述の第一の実施形態と同
様の構造とされた部材および部位については、図中に第一の実施形態と同一の符号を付す
ることにより、その詳細な説明を省略する。
【００５１】
　コンタクトレンズ５０は、第一の実施形態におけるコンタクトレンズ１０の光学部１４
の形状が異ならされたものであり、第一の実施形態と同じく同時視型のコンタクトレンズ
とされている。具体的には、円形状の光学部１４において、光学部１４と略同じ半径を有
し、光学部幾何中心軸２０に至らない大きさの円弧形状の境界を挟んだ一方の側（本実施
形態においては、面積の小さい側）に近用光学部５２が形成されている一方、他方の側（
本実施形態においては、面積の大きい側）に遠用光学部５４が形成されている。更に、近
用光学部５２と遠用光学部５４の間には、これらを接続する移行部５６が形成されている
。なお、近用光学部５２の面積中心となる近用部面積中心３０は、第一の実施形態と同様
に、光学部幾何中心軸２０から対称経線２２上で偏心位置せしめられている。また、遠用
光学部５４の面積中心となる遠用部面積中心３２も、第一の実施形態と同様に、光学部幾
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何中心軸２０から対称経線２２方向で偏心位置せしめられている。
【００５２】
　これにより、光学部１４は、対称経線２２に関して線対称形状とされると共に、対称経
線２２とレンズ幾何中心軸１２上で直交する直交経線３４に関して非線対称形状とされて
いる。
【００５３】
　本実施形態におけるコンタクトレンズ５０においても、図５（ａ）乃至（ｃ）に例示す
るように、左右それぞれにおいて正装用と逆装用を組み合わせることによって、使用状況
に応じた矯正効果を得ることが出来る。なお、図５（ａ）乃至（ｃ）は、前述の図３（ａ
）乃至（ｃ）に対応するものであることから詳細な説明は省略するが、図５（ａ）に示す
ように、左右眼に装用された両コンタクトレンズ５０ａ，５０ｂを何れも正装用すれば、
バイフォーカル効果を得ることが出来る一方、図５（ｂ）に示すように、左右眼に装用さ
れた両コンタクトレンズ５０ａ，５０ｂを何れも逆装用すれば、単焦点レンズと略同様の
遠用矯正効果を得ることが出来る。また，図５（ｃ）に示すように、例えば右眼に装用さ
れるコンタクトレンズ５０ａを正装用、左眼に装用されるコンタクトレンズ５０ｂを逆装
用等すれば、モディファイトモノビジョン処方に好適に用いることも出来る。
【００５４】
　本実施形態から明らかなように、光学部に形成される第一の度数領域（本実施形態にお
ける遠用光学部５４）と第二の度数領域（本実施形態における近用光学部５２）は、必ず
しも円形状とされる必要はない。
【００５５】
　次に、図６に、本発明の第三の実施形態としての装用方向選択型コンタクトレンズに係
るコンタクトレンズ６０を示す。コンタクトレンズ６０は、前述の第一の実施形態におけ
るコンタクトレンズ１０の近用光学部２４と遠用光学部２６が、その正面視における外形
を等しくして入れ替えたものであり、本実施形態においては、正面視において小円形状と
された遠用光学部６２の周りに近用光学部６４が形成されており、これら遠用光学部６２
と近用光学部６４の間に移行部６６が形成されている。本実施形態から明らかなように、
第一の度数領域（本実施形態における遠用光学部６２）と第二の度数領域（本実施形態に
おける近用光学部６４）の面積比は何等限定されるものではなく、第一および第二の度数
領域の何れが大きくても良いし、小さくても良い。或いは、第一および第二の度数領域の
面積が互いに等しくされても良い。
【００５６】
　さらに、図７に、本発明の第四の実施形態としての装用方向選択型コンタクトレンズに
係るコンタクトレンズ７０を示す。本実施形態においては、光学部幾何中心軸２０が、対
称経線２２上でレンズ幾何中心軸１２から偏心位置せしめられている。このように、光学
部１４は、装用上で問題とならない程度に偏心位置せしめられても良い。
【００５７】
　以上、本発明の幾つかの実施形態について詳述してきたが、これらはあくまでも例示で
あって、本発明は、かかる実施形態における具体的な記載によって、何等、限定的に解釈
されるものではない。
【００５８】
　例えば、本発明は、２焦点を有するバイフォーカル、２焦点よりも多焦点を有するマル
チフォーカルや累進多焦点レンズの何れに適用することも可能である。また、第一の度数
領域と第二の度数領域の境界は明確である必要はなく、例えば累進多焦点レンズの場合に
は、レンズ度数の最大値と最小値の中間値に関して、該中間値より小さい度数領域が第一
の度数領域、大きい度数領域が第二の度数領域とされる。従って、本発明は、必ずしも老
視矯正に用いられる遠近両用のレンズにのみ適用されるものではなく、例えば第一の度数
領域と第二の度数領域の度数差が０．２５Ｄ程度と小さく、正装用で屋内用として用い、
逆装用で屋外用として用いるレンズとすること等も可能である。
【００５９】
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　また、第一の度数領域又は第二の度数領域の面積中心の偏心位置は、必ずしも厳密に径
方向線上に限定されるものではなく、径方向線からの多少のずれは許容され得る。
【００６０】
　更にまた、本発明は、必ずしもソフトコンタクトレンズにのみ適用され得るものではな
く、ハードコンタクトレンズに適用することも、勿論可能である。
【００６１】
　なお、本発明に従う構造とされた装用方向選択型コンタクトレンズの第一の安定状態に
よる矯正効果と第二の安定状態による矯正効果を確認するために行なった試験結果を、以
下に示す。
【００６２】
　先ず、本発明に従う構造とされた装用方向選択型コンタクトレンズを、３名の被検者に
用意した。これら何れの被検者にも、外径寸法（ＤＩＡ）＝１４．５ｍｍ、ベースカーブ
（Ｂ．Ｃ．）＝８．６０ｍｍ、後面光学部直径＝１０．０ｍｍ、近用光学部幾何中心とレ
ンズ幾何中心の偏心距離＝２．０ｍｍ、中心厚さ＝０．１０ｍｍ、周辺部における厚肉部
の厚さ＝０．４０ｍｍ、周辺部における薄肉部の厚さ＝０．１３ｍｍの含水率７２％のソ
フトコンタクトレンズを用いた。また、周辺部には、１．５ｍｍφの円形状を有する青色
の指標マークを着色によって形成した。
【００６３】
【表１】

【００６４】
　そして、上述の如きソフトコンタクトレンズに対して、３名の被検者の左右両眼に遠視
矯正力を与える表１に示す遠用度数を付与すると共に、何れのレンズにも一律の＋１．５
Ｄの付加度数を付与して、本発明に従う構造とされた装用方向選択型コンタクトレンズを
用意した。なお、表１における調節力とは、調節を休止している状態での網膜共役点であ
る調節遠点と、調節を最大限働かせたときの網膜共役点である調節近点までの調節域をレ
ンズの屈折力で表したものである。
【００６５】
【表２】



(13) JP 2009-169104 A 2009.7.30

10

20

30

40

【００６６】
　そして、これら本発明に従う構造とされた装用方向選択型コンタクトレンズを、両眼正
装用（図３（ａ）に相当）した場合と、両眼逆装用（図３（ｂ）に相当）した場合のそれ
ぞれにおける遠用の見え方と近用の見え方を被検者の自覚により評価した結果を、表２に
示す。なお、見え方は、０～１０の１１段階で評価し、１０を最良とした。
【００６７】
　表２から明らかなように、何れの被検者においても、両眼正装用の場合には近用矯正効
果が発現せしめられて、遠用と近用のバランスの取れた矯正が行なわれる一方、両眼逆装
用の場合には近用矯正効果が低減され（一部の被検者においてはそれと共に遠用矯正効果
が増大せしめられ）て、単焦点レンズと略同様の遠用矯正効果が得られることが確認され
た。
【００６８】
【表３】

【００６９】
　さらに、両眼正装用（図３（ａ）に相当）した場合と、両眼逆装用（図３（ｂ）に相当
）した場合のそれぞれにおいて、レンズ装用時に得られる加入度数を測定した結果を、表
３に示す。表３から明らかなように、両眼正装用の場合には、大きな加入度数、即ち、有
効な近用矯正効果が得られる一方、両眼逆装用の場合には、近用矯正効果が抑えられて、
略単焦点レンズと同様の遠用矯正効果が得られることが確認された。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の第一の実施形態としてのコンタクトレンズを示す正面説明図。
【図２】同コンタクトレンズの直交経線方向断面の一部をモデル的に示す説明図。
【図３】同コンタクトレンズの装用状態の組み合わせ例を示す説明図。
【図４】本発明の第二の実施形態としてのコンタクトレンズを示す正面説明図。
【図５】同コンタクトレンズの装用状態の組み合わせ例を示す説明図。
【図６】本発明の第三の実施形態としてのコンタクトレンズを示す正面説明図。
【図７】本発明の第四の実施形態としてのコンタクトレンズを示す正面説明図。
【符号の説明】
【００７１】
１０：コンタクトレンズ、１２：レンズ幾何中心軸、１４：光学部、１６：周辺部、２０
：光学部幾何中心軸、２２：径方向線、２４：近用光学部、２６：遠用光学部、２８：移
行部、３０：近用部面積中心、３２：遠用部面積中心、３４：直交経線、４０：スラブオ
フ領域、４２：指標マーク



(14) JP 2009-169104 A 2009.7.30

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(15) JP 2009-169104 A 2009.7.30

【図５】 【図６】

【図７】



(16) JP 2009-169104 A 2009.7.30

フロントページの続き

(72)発明者  山口　博之
            愛知県名古屋市中区葵三丁目２１番１９号　株式会社メニコン内
Ｆターム(参考) 2H006 BB01  BC00  BC03  BC05  BC07 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

